
　市税は、教育・防災や公園・道路の整備などに使われ、皆さんの生活を支えています。
　税金は所得や資産に応じ、公平に負担していただいており、納期限内の納付が原則となっています。今後
も皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
●納め忘れを防ぐ「口座振替」
　市税の納付は、安全・便利で確実な口座振替による納
付をお勧めします。一度手続きすれば、以降は継続しま
すので、毎回納付に出向く手間が省け、とても便利です。

市税の納期限内納付にご協力を 問徴収対策室
� ☎㉓ 7152

● 24 時間可能な「コンビニ納付」
　日中忙しく金融機関などへ納めに行く時間がなくて
も、全国の主なコンビニエンスストアで 24 時間納付
が可能です。納期限の過ぎたものや税額が 30 万円を
超えるものなどは、取り扱いできません。●共通納税（ＱＲコードを用いた電子納付）

　ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから納付
書表面に記載された二次元コード「ｅＬ -ＱＲ」を
利用して納税することができます。　
対象税目：固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、
　　　　　軽自動車税（種別割）、市県民税・森林
　　　　　環境税（普通徴収）
※クレジットカード払いは別途決済手数料がかかります。

●スマホアプリ決済について
　決済アプリをダウンロードして、納付書のバーコー
ドを読み取ってください。
　※納付手順の詳細は各アプリ内でご確認ください。

●未納事案への対応について
　例年、11・12 月を市税徴収強化月間として、税
収確保に向けた滞納整理に取り組んでいます。
　納期限を過ぎてから、再三の催告にもかかわらず
税金を納めず、またご相談もいただけない場合は、
状況に応じてやむを得ず滞納処分（差押）を行うこ
ととなりますのでご注意ください。

●納税相談について
　病気や失業、事業の廃止や経営不振など、やむを得
ない理由から一時的に税金を納期限内に納めることが
困難な場合は、徴収対策室までご相談ください。
　生活状況など事情をお聞きした上で、分割して納め
るなど対応することができます。
　ただし、虚偽の申し出や納付計画を守らず不履行に
なった場合は、滞納処分（差押）の対象となります。

　市では高齢者肺炎球菌の予防接種費用の一部助成を行っています。この機会に予防接種を受けましょう。

高齢者肺炎球菌の予防接種 問保健センター
� ☎㉒ 7168

対 象 者 過去に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けていない人で、年齢が 65 歳の人
※対象者には 65 歳の誕生日の月末に予診票を送付しています。必要項目を記入し、医療
　機関に持参してください。予診票がないと接種できません。

接種費用 4,000 円（生活保護の人は、生活保護受給者証明書があれば無料）
※�予診票を紛失した人や、市外（赤穂市内の一部医療機関を除く）の主治医のもとで接種
を希望する人は保健センターへご連絡ください。

百寿の祝
　百歳の誕生日を
　　迎えられました。
　　　おめでとうございます。

9 月 25 日

八木　くにゑさん
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☆スポーツ大賞☆（権威ある国際大会に出場した個人または団体）
　北

きた
川
がわ
　雄

ゆう
一
いち
朗
ろう
（卓球）

☆スポーツ賞銀賞☆（兵庫県大会において優勝した個人または団体）
　能

の
勢
せ
　啓

けい
介
すけ
（卓球）、山

やました
下　壹

かずふみ
史（ソフトボール投）、原

はら
田
だ
　邦

くに
子
こ
（ジャベリックスロー）、

　山
や ま だ
田　隆

た か し
志（立幅跳）、安

あ
黒
ぐろ
　櫂

たく
海
み
（ソフトボール投）、田

た
口
ぐち
　竜
りゅう

誠
せい
（水泳）、

　井
い
口
ぐち
　万

ま
葉
よ
（柔道）、畑

はた
中
なか
　萌

も
愛
あ
（少林寺拳法）、大

おお
壁
かべ
　正

まさ
幸
ゆき
（剣道）

☆スポーツ賞銅賞☆（兵庫県大会において 3位以内に入賞した個人または団体）
　赤

あか
松
まつ
　越

えつ
朗
ろう
（ソフトボール投）、八

や
木
ぎ
　友

とも
之
ゆき
（陸上）、森

もり
元
もと
　遥

はる
翔
と
（卓球）、 

　山
やま
田
だ
　政

まさ
晴
はる
（ソフトボール投）、青

あお
木
き
　嘉

ひろ
哉
や
（ジャベリックスロー）、藤

ふじ
原
わら
　聖

しょう
（走幅跳）

問体育振興課　☎㉓ 7170

令和７年度前期相生市スポーツ顕彰受賞者（※敬称略）

「公的年金等の扶養親族等申告書」が発送されます

　申告書が届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する人は記載されている期限内にご提出ください。
なお、条件を全て満たしている人は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。電子申請をする人は、
紙の申告書の提出は不要です。
　電子申請により提出した人には、翌年はマイナポータルでご案内があり、紙の申告書は送付されません。
※�受給者本人が障害者、寡婦などに該当せず､ 控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当などを
受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない人は、申告書の提出は不要です。

紙の申告書送付対象者
　老齢年金を受給している人で年金額の支給額が
以下に該当する人
※��老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とす
る年金です。

65 歳未満の人は、155 万円以上　
65 歳以上の人は、205 万円以上
※�税制改正により、令和 8 年分から源泉徴収の
対象となる金額が引き上げられました。その
ため、毎年申告書が届いていた人であっても、
令和 8 年分からは源泉徴収の対象外となり、申
告書の送付がない場合があります。また、年金
が源泉徴収の対象とならない人であっても、個
人住民税の課税対象となる場合、住民税の控除
を受ける際に申告が必要となる場合があります。

＜提出方法＞　必要事項を記入し、同封の返信用
封筒に切手を貼って投函
＜提出先＞　日本年金機構

電子申請の対象者
・令和 7年分の紙の申告書の送付対象となる人
　（旧法老齢年金受給者、国外に居住する配偶者または
　扶養親族を控除対象としている人を除く。）
・マイナンバーカードを取得している人
・�マイナンバーカードに署名用電子証明書のパスワード
を設定している人

・マイナポータルの利用者登録を行っている人
・�マイナポータルとねんきんネットの連携手続きを行っ
ている人

　（事前に手続きを行っていない人でも、手続きを行っ
た後であれば電子申請は利用可能）
＜利用方法＞　はじめて利用される人は、紙の申告書に
同封されているリーフレットをご参照ください。

問市民課医療年金係
� ☎㉓ 7167

問合せ
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル（☎0570-081-240）
姫路年金事務所（☎079-224-6382）　
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